
美浜地域の緊急時モニタリング地点及び一時移転等の実施

図 美浜地域の緊急時モニタリング地点及び一時移転等の実施単位

 固定観測局については、そこで測定された実測値に基づいて迅速に防護措置を講ずる地域を特定できるよう、原
子力災害対策重点区域における全ての一時移転等の実施単位毎に設置されることが必要であり、福井県、滋賀県
及び岐阜県では既設モニタリングポスト等の値に基づき一時移転等を実施する範囲を関連付けている。既設モニ
タリングポスト等の全てについて非常用電源を設置しているほか、既設モニタリングポスト等の故障等に備え、可搬
型モニタリングポスト等を保有している。
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関西電力(株)による美浜地域の緊急時モニタリング機器

 モニタリングポスト
・モニタリングポスト等（計６局）で、周辺監視区域境界付近の放射線量等を測定。

※電源等の喪失が発生しても測定や伝送が中断しないよう、非常用電源や通信回線の強化を実施。
・万一、モニタリングポスト等が使えなくなった場合に備え、可搬型モニタリングポストを別途配備（６台）。
 可搬型モニタリングポスト

・施設敷地緊急事態が発生した場合、可搬型モニタリングポストを設置して、原子炉格納施設を囲む８方位（モニタリ
ングポスト等の代替用６台を含む10台）の放射線量を測定。

 モニタリングカー
・放射線量、放射性物質濃度を測定する測定装置や機材を搭載したモニタリングカー（１台）を配備。
 可搬型放射線計測装置

・発電所及びその周辺の放射線量等を測定。
 オフサイトの協力

・緊急時モニタリングセンターに必要な人員を派遣するほか、状況に応じて可搬型モニタリングポスト等の資機材を活
用して、オフサイトの緊急時モニタリングに協力。

モニタ車に搭載する可搬型測定機材の例

（サーベイメータ類）

主な可搬型放射線計測装置の例

可搬式ダストサンプラ
ＺｎＳシンチレーション

サーベイメータ
β線サーベイメータ

モニタリングポスト等 【６局】 可搬型モニタリングポスト 【10台】
（衛星系回線による通信機能付）

モニタリングカー 【１台】
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10．原子力災害時の医療等の実施体制
（安定ヨウ素剤・避難退域時検査・簡易除染を含む）
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PAZ内住民に対する安定ヨウ素剤の事前配布

地 区
住民数

（人）
配布者数

（人）

美浜町

美浜東小学校区

(丹生・竹波・菅浜)

６９３ ５５８

敦賀市

西浦地区

（白木1・2丁目）

５９ ４１

合計 ７５２ ５９９

※令和７年４月現在

 福井県美浜町及び敦賀市では、安定ヨウ素剤の住民説明会を平成26年より開催し、同
時に事前配布を実施した。福井県では令和７年４月現在、599人に配布した。今後も継続
して、未配布者に対するフォローを実施。

 乳幼児向けのゼリー状安定ヨウ素剤についても事前配布と備蓄を実施。
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PAZ

西浦地区

（白木1・2丁目）

敦賀市

丹生

竹波

菅浜

白木

つるがしみはまちょう

美浜東小学校区

(丹生・竹波・菅浜)

美浜町

しらき

にゅう

たけなみ

すがはま

しらき

にゅう たけなみ すがはま

みはまちょう

つるがし

つるがし

にしうら

しらき

にしうら

みはまちょう

にゅう たけなみ すがはま

みはまひがし

みはまひがし



福井県における避難住民等に対する安定ヨウ素剤の備蓄状況と緊急配布

福井県内：５２か所中

美浜地域周辺備蓄：３４か所

安定ヨウ素剤備蓄場所

県及び市町職員により、安定ヨウ素剤の搬送を実施

一時集合場所等
（計８３か所）

美浜町 ： ９か所

敦賀市 ：２３か所

若狭町 ： ４か所

  小浜市 ：１７か所

南越前町 ： ５か所

越前市 ：１７か所

越前町 ： ８か所

安定ヨウ素剤の緊急配布を実施

県確認

 避難住民等に対する安定ヨウ素剤の緊急配布に備え、福井県は計52か所の施設に合計で丸剤
1,910,000丸を備蓄及び乳幼児向けのゼリー状安定ヨウ素剤20,800包を備蓄。

 緊急配布は県及び関係市町職員が、備蓄先より一時集合場所等に設置する緊急配布場所に搬送
の上、対象住民等に順次配布を実施。

 原子力事業者は、福井県から要請があった場合は可能な範囲で備蓄している安定ヨウ素剤を貸与。

＜福井県における安定ヨウ素剤の主な備蓄場所＞

（凡例）

：安定ヨウ素剤備蓄場所

：安定ヨウ素剤緊急配布場所

つるがし

みはまちょう

わかさちょう

みなみえちぜんちょう

おばまし

えちぜんし

えちぜんちょう

PAZ

UPZ
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滋賀県における避難住民等に対する安定ヨウ素剤の備蓄状況と緊急配布

滋賀県：１３６か所中

長浜市４９か所

高島市８５か所

安定ヨウ素剤備蓄場所

県及び市町職員により、安定ヨウ素剤の搬送を実施

計４０箇所

一時集合場所等
（計１０１か所）

長浜市（美浜ＵＰＺ周辺） ：３９か所

高島市（美浜ＵＰＺ周辺） ：６２か所

安定ヨウ素剤の緊急配布を実施

＜滋賀県における安定ヨウ素剤の主な備蓄場所＞

 避難住民等に対する安定ヨウ素剤の緊急配布に備え、滋賀県は計136か所の施設に合計で丸剤
384,000丸、乳幼児向けのゼリー状安定ヨウ素剤4,660包を備蓄。

 緊急配布は備蓄場所となっている一時集合場所等にて、県及び関係市職員が、対象住民等に順次
配布を実施。
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（凡例）

：安定ヨウ素剤備蓄場所

：安定ヨウ素剤緊急配布場所

UPZ

PAZ

ながはまし

たかしまし

ながはまし

たかしまし



PAZ

UPZ

岐阜県における避難住民等に対する安定ヨウ素剤の備蓄状況と緊急配布

岐阜県：４か所

安定ヨウ素剤備蓄場所

県及び町職員により、安定ヨウ素剤の搬送を実施

安定ヨウ素剤の緊急配布を実施

一時集結所等
（計８か所）

揖斐川町：８か所
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（凡例）

：安定ヨウ素剤備蓄場所

：安定ヨウ素剤緊急配布場所

＜岐阜県における安定ヨウ素剤の備蓄場所＞

 避難住民等に対する安定ヨウ素剤の緊急配布に備え、岐阜県は計４か所の施設に合計で丸剤1,056,000丸

と粉末剤7,000ｇ及び乳幼児向けのゼリー状安定ヨウ素剤200包を備蓄。

 緊急配布は県及び揖斐川町職員が、備蓄先より一時集結所等に設置する緊急配布先に必要な調整を

行った上で搬送し、対象住民等に順次配布を実施。

いびがわちょう

いびがわちょう



国による安定ヨウ素剤の確保体制

 国は、UPZにおいて安定ヨウ素剤が不足した場合、およびUPZ外において安定ヨウ素剤を必要とする場合

に備えた備蓄を実施しており、全国を５つのブロック（北海道、東北・関東、中部、中国・四国、九州）に分け、

５か所の安定ヨウ素剤集積所に、丸剤200万丸、乳幼児向けゼリー状安定ヨウ素剤15万包の備蓄を実施。

 緊急配布場所への輸送は、中部ブロックの安定ヨウ素剤集積所から24時間以内、隣接ブロックの安定ヨウ

素剤集積所から３日以内、その他ブロックの安定ヨウ素剤集積所から７日以内に完了する体制。

 さらに、不足の場合には、民間工場での全力生産及び海外からの援助等により、必要数を確保。

UPZ内外の安定ヨウ素剤
緊急配布場所

その他ブロック
（７日以内に輸送完了）

中部ブロック
（24時間以内に輸送完了）

安定ヨウ素剤集積所

指示

輸送
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（凡例）

：隣接ブロックの安定ヨウ素剤集積所エリア

：中部ブロックの安定ヨウ素剤集積所エリア

：その他ブロックの安定ヨウ素剤集積所エリア

隣接ブロック
（３日以内に輸送完了）

美浜発電所

福井県美浜原子力防災センター
みはま

みはま



関西電力(株)は、貸与可能量を
関西広域連合に貸与

関西広域連合

PAZ

UPZ

関西電力(株)本店

関係機関による安定ヨウ素剤の確保体制

 国による安定ヨウ素剤の確保体制に加え、万一に備えて「安定ヨウ素剤貸与に関する覚書」に基づ

き、関西広域連合においても、UPZ内外で安定ヨウ素剤が必要な場合に、関西電力(株)と貸与可能

な数量を調整し、安定ヨウ素剤を確保できる体制を構築。

 また、関西電力(株)は、必要に応じて、電気事業連合会と貸与可能な安定ヨウ素剤数量を調整。
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福井県、滋賀県及び岐阜県の避難退域時検査場所の候補地

 避難退域時検査は、県内及び県外への避難を想定し選定した候補地において実施。なお、バッ
クグラウンド値の上昇等により、当該検査場所が使用できなくなることも想定し、複数の候補地を
あらかじめ準備。

PAZ

UPZ

【凡例】

福井県が準備する候補地

岐阜県が準備する候補地

舞鶴若狭自動車道

国道27号

滋賀県が準備する候補地

北陸自動車道

国道８号

名神高速道路
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春日IC

舞鶴西IC

綾部IC

大飯高浜IC

小浜西IC

小浜IC 若狭上中IC

若狭三方IC

若狭美浜IC

敦賀JCT

福知山IC

綾部JCT

今庄IC

武生IC

鯖江IC

福井IC

福井北IC

木之本IC

小谷城IC

長浜IC

米原IC

米原JCT

福井北JCT

湖東三山IC

県産業会館

県立音楽堂

県産業振興施設

刀根PA

きのこの森

福井市きらら館
ふくいし

敦賀市総合運動公園
つるがし

小浜西IC
おばまにし

若狭鯉川シーサイドパーク
わかさこいかわ

うみんぴあ大飯
おおい

六路谷検問所
ろくろだに

鎌倉交差点
かまくら

加斗PA
かと

道の駅名田庄
なたしょう

小浜市総合運動場
おばまし 今津総合運動公園

いまづ

朽木中学校
くつき

道の駅若狭熊川宿
わかさくまがわじゅく

若狭合同庁舎
わかさ

若狭町上中庁舎
わかさちょうかみなか

三方五湖PA
みかたごこ

湖北体育館
こほく

新旭体育館・

新旭武道館

しんあさひ

しんあさひ

彦根IC
道の駅藤樹の里あどがわ・

安曇川図書館

とうじゅのさと

あどがわ

長浜IC
ながはま

県民共済ドーム長浜
ながはま

揖斐川健康広場
いびがわ

木之本ＩＣ
きのもと

越前水仙の里
えちぜんすいせんのさと

美浜町役場
みはまちょう

国交省山中基地
やまなか

美山アンデパンダン広場
みやま

北鯖江PA
きたさばえ

賤ケ岳SA
しずがたけ

国交省新道基地
しんどう

とね

疋田検問所
ひきだ

南条SA
なんじょう

まいづるわかさ

ほくりく

めいしん

高島B＆G海洋センター
たかしま



避難退域時検査場所の運営体制

 福井県、滋賀県、岐阜県及び原子力事業者は、国の協力を得ながら、指定公共機関の支援の下、避難退域時検
査場所において住民等の検査及び検査結果に応じて簡易除染を実施。

 関西電力(株)は、他の原子力事業者の支援を受け、備蓄資機材を活用し、800人程度の要員を避難退域時検査場
所へ動員。
※平成28年８月、高浜地域における内閣府・３府県及び関西広域連合との合同原子力防災訓練において、発災原子力事業者（関西電力(株)）だけでなく、他事
業者（西日本５社相互協力協定）との連携確認として、北陸、中国、四国、九州電力から避難退域時検査場所（あやべ球場）に要員を派遣。

 指定公共機関（国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構）は
国及び関係自治体からの要請に基づき、要員及び資機材による支援を実施。

検査の総括責任者

住
民
受
付
チ
ー
ム

交
通
誘
導
チ
ー
ム

（
案
内
板
の
設
置
・
車
両
の
誘
導
等
）

避難退域時検査場所における検査及び簡易除染の体制（例）

総括チーム

検査チーム長

車
両
指
定
箇
所

検
査
チ
ー
ム

車
両
確
認
検
査
及
び

簡
易
除
染
チ
ー
ム

住
民
指
定
箇
所

検
査
チ
ー
ム

住
民
確
認
検
査
及
び

簡
易
除
染
チ
ー
ム

通信・連絡チーム

車
両
保
管
チ
ー
ム

そ
の
他

（連
絡
体
制
の
構
築
、
搬
送
の
た
め

の
車
両
の
待
機
等
）

※

※携行物品検査を含む。 151
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避難退域時検査場所における活動フロー

 避難退域時検査は、自治体職員、原子力事業者、診療放射線技師等により実施。

 検査要員は、検査及び簡易除染が実践できるよう、放射線の基礎等の講義及び機器の取り扱い
実習を含む研修を受講。

※ 避難時の除染や緊急事態応急対策活動等により発生した汚染水・ 汚染付着物等については原子力事業者が処理。

※ 車両の一時保管が必要となった場合は、原子力事業者の協力の下、保管場所を確保。

・住民については、汚染
拡大防止処置を行った
上で除染が可能な機関
で除染を実施。場合に
よっては、内部被ばくの
検査ができる機関へ
搬送。

・携行物品については
汚染拡大防止措置等を
実施。

訓練風景

OIL4
超過

40,000cpm
超過

40,000cpm
以下

避
難
住
民

OIL4
超過

一時保管等

乗員

車両

避難所等へ

40,000cpm以下 避難所等へ

住民

物品

40,000cpm
超過

40,000cpm
以下

簡

易

除

染

住 

民  

検 

査
OIL4
以下

簡

易

除

染OIL4
以下

車

両

の

検

査

携行物品検査
40,000cpm超過

※ 避難退域時検査の結果、基準（OIL4:40,000cpm）以下の場合は、住民に対し通過証等を発行する。

避
難
住
民

滋賀県検査フロー

福井県・岐阜県
検査フロー

【滋賀県検査フロー】

・滋賀県では、避難退域時検査の位置付けと避難者に対する被ばく医療の提供を判断するための
検査の位置付けを併せ持つことから、原則、全住民の検査を実施。
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国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構（千葉市）

福井県美浜原子力防災センター

（美浜町）

指導・協力

相談

避難退域時
検査場所等

国立研究開発法人
量子科学技術研究開発機構

（いずれの車両も衛星通信回線を装備）

大型救急車
患者搬送

支援車
現場指揮、

資機材・人員搬送

検査測定車
放射線測定器搬送

 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構は、緊急時、国及び関係自治体の要請に基づき、
オフサイトセンターに専門家、必要に応じ救急搬送車両等を派遣。また、必要に応じ、避難退域時検
査等における指導・協力を実施。また、機構からは、原子力災害医療に関する相談への指導・助言も
実施。

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構による協力体制

2011.03 東京電力（株）福島第一原子力

発電所の事故時におけるOFC（大熊町）での活動

（１台）

（１台） （１台）

153

みはまちょう

ちばし

おおくままち

みはま



国立研究開発法人日本原子力研究開発機構による協力体制

 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は緊急時において、原子力緊急時支援・研修センター（茨城
県）が窓口となリ、国及び関係自治体の要請に基づき、避難退域時検査場所における検査指導や緊急時モ
ニタリング等の協力を実施するとともに、検査等に関する資機材、車両による支援も実施。 

 また、オフサイトセンターや緊急時モニタリングセンター（EMC)等へ専門家を派遣するとともに航空機による
モニタリングを支援。

※2011.3 東京電力（株）福島第一
 原子力発電所の事故時における
 国立研究開発法人日本原子力研究
開発機構の活動。

モニタリング車（2台）

移動式体表面測定車（2台 ）

移動式全身測定車（2台 ）

作業員の内部被ばく測定 緊急被ばく医療のための受入体制構築

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

原子力緊急時支援・研修センター（福井支所）

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

原子力緊急時支援・研修センター（茨城県）

緊急時モニタリング

放射線防護資機材（80台）
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福井県の原子力災害時における医療体制

 放射性物質による汚染や被ばくの状況に応じて、下図の医療体制により、適切に対応。

（凡例）

：原子力災害拠点病院

：原子力災害医療協力機関
（医療機関のみ）
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原子力災害医療協力機関 ※県に登録
 【１２医療機関（杉田玄白記念公立小浜病院、若狭高浜

病院、若狭町国民健康保険上中診療所等）・３団体】

原子力災害拠点病院 ※県が指定
 【３医療機関（福井県立病院、福井大学医学部附属病院、

福井赤十字病院）】

高度被ばく医療支援センター※
【国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、国立

大学法人福井大学、国立大学法人広島大学等】

原子力災害医療・総合支援センター※

【国立大学法人広島大学】 ※国が指定

原子力災害医療や立地道府県等が行う原子力
災害対策等を支援する。

原子力災害時において、汚染の有無にかかわ
らず傷病者等を受け入れ、被ばくがある場合に
は適切な診療等を行う。

原子力災害拠点病院では対応できない高度専門的な
診療を行うほか、原子力災害拠点病院等での診療に
対して専門的助言を行う。また、原子力災害医療・総
合支援センターは原子力災害医療派遣チームの派遣
調整を行うほか、平時から原子力災害拠点病院へ研
修、指導、助言を行う。

支 援

協 力

PAZ

UPZ

おばま わかさたかはま

わかさちょう かみなか

国立大学法人広島大学

国立研究開発法人
量子科学技術研究開発機構

国立大学法人福井大学



UPZ PAZ
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原子力災害医療協力機関 ※県に登録
【１０医療機関（市立大津市民病院、社会医療法人誠光

会淡海医療センター、済生会滋賀県病院等）・５団体】

原子力災害拠点病院 ※県が指定
 【３医療機関（長浜赤十字病院、大津赤十字病院、

滋賀医科大学医学部附属病院）】

原子力災害医療や立地道府県等が行う原子
力災害対策等を支援する。

原子力災害時において、汚染の有無にかかわ
らず傷病者等を受け入れ、被ばくがある場合に
は適切な診療等を行う。

支 援

協 力

 放射性物質による汚染や被ばくの状況に応じて、下図の医療体制により、適切に対応。

滋賀県の原子力災害時における医療体制

（凡例）

：原子力災害拠点病院

：原子力災害医療協力機関
（医療機関のみ）

ながはま おおつ

おおつ

おうみ

国立大学法人広島大学

国立研究開発法人
量子科学技術研究開発機構

国立大学法人福井大学

原子力災害拠点病院では対応できない高度専門的な
診療を行うほか、原子力災害拠点病院等での診療に
対して専門的助言を行う。また、原子力災害医療・総
合支援センターは原子力災害医療派遣チームの派遣
調整を行うほか、平時から原子力災害拠点病院へ研
修、指導、助言を行う。

高度被ばく医療支援センター※

【国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、国立

大学法人福井大学、国立大学法人広島大学等】

原子力災害医療・総合支援センター※

【国立大学法人広島大学】 ※国が指定



岐阜県の原子力災害時における医療体制

 放射性物質による汚染や被ばくの状況に応じて、下図の医療体制により、適切に対応。
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原子力災害医療協力機関 ※県に登録
【３医療機関（大垣市民病院、地方独立行政法人岐阜県

 総合医療センター、日本赤十字社岐阜赤十字病院）・５団体】

原子力災害医療や立地道府県等が行う原子力
災害対策等を支援する。

原子力災害拠点病院では対応できない高度専門的な
診療を行うほか、原子力災害拠点病院等での診療に
対して専門的助言を行う。また、原子力災害医療・総
合支援センターは原子力災害医療派遣チームの派遣
調整を行うほか、平時から原子力災害拠点病院へ研
修、指導、助言を行う。

支 援

協 力

（凡例）

：原子力災害拠点病院

：原子力災害医療協力機関
（医療機関のみ）

原子力災害時において、汚染の有無にかかわら
ず傷病者等を受け入れ、被ばくがある場合には
適切な診療等を行う。

原子力災害拠点病院 ※県が指定
 【１医療機関（岐阜大学医学部附属病院） 】

UPZ

PAZ

おおがき

国立大学法人広島大学

国立研究開発法人
量子科学技術研究開発機構

国立大学法人福井大学

高度被ばく医療支援センター※

【国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、国立

大学法人福井大学、国立大学法人広島大学等】

原子力災害医療・総合支援センター※

【国立大学法人広島大学】 ※国が指定



11．国の実動組織の支援体制
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美浜地域周辺の主な実動組織の所在状況

 不測の事態の場合は、福井県、滋賀県、岐阜県及び関係市町からの要請により、実動組織（警察、
消防、海上保安庁、自衛隊）による各種支援を必要に応じて実施。

５８１
航空自衛隊

５８－４５８１

UPZ

※美浜地域関係県、関係市町の地域防災計画を元に作成。
みはま

PAZ
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みはま

中部管区警察局

第八管区海上保安本部

福井県警察本部

福井警察署

福井南警察署

鯖江警察署

越前警察署

大野警察署

あわら警察署

坂井警察署

坂井西警察署

敦賀警察署
小浜警察署

高島警察署

長浜警察署

滋賀県警察本部

福井海上保安署

敦賀海上保安部

木之本警察署

小浜海上保安署
オフサイトセンター

小松基地
（航空自衛隊第６航空団等）

金沢駐屯地
（陸上自衛隊第１４普通科連隊等）

敦賀美方消防組合

若狭消防組合

今津駐屯地
（陸上自衛隊第３偵察戦闘大隊等）

高島市消防本部

饗庭野分屯基地
（航空自衛隊第１２高射隊） 大垣消防組合

南越消防組合

鯖江・丹生消防組合

嶺北消防組合

岐阜市消防本部

鯖江駐屯地
（陸上自衛隊第３７２施設中隊等）

大津駐屯地
（陸上自衛隊第４陸曹教育隊等）

岐阜県警察本部

大久保駐屯地
（陸上自衛隊第４施設団等）

揖斐警察署

揖斐郡消防組合

湖北地域消防本部

さかい

ふくい

れいほく

さかい

さばえ

おばま

わかさ

おばま

たかしま

たかしま

いまづ

あいばの

おおつ

おおくぼ

(福井県美浜原子力防災センター)
みはま

かなざわこまつ

ふくい

ふくいみなみ

さばえ

えちぜん

さばえ  にゅう

なんえつ

つるが

おおの

つるがみかた

つるが

きのもと

ながはま

こほく

いび

ぎふし

いびぐん

おおがき

舞鶴地区
（海上自衛隊舞鶴地方総監部等）

まいづる

まいづる



実動組織の広域支援体制

UPZ

災害派遣
原子力災害派遣
全国の陸・海・空の
自衛隊による支援

警察災害派遣隊
全国の都道府県警
察による支援

緊急消防援助隊
全国の市町村消防
が所属する都道府
県単位による支援

巡視船艇
航空機の派遣

全国の管区海上保
安本部による支援

全国の実動組織による支援

 地域レベルで対応困難な支援要請があった場合は、関係県、関係市町からの各種要請を踏まえ、
政府をあげて、全国規模の実動組織による支援を実施。

 要請の窓口となるオフサイトセンター（実動対処班）において集約された各種要請等に対し、原子
力災害対策本部（官邸・ERC（原子力規制庁緊急時対応センター）)の調整により、必要に応じ全国
の実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊）による支援を実施。

政府の調整結果に基づく
現地派遣指示

現地における
各種要請の集約

原子力災害対策本部
（首相官邸）
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福井県美浜原子力防災センター
みはま



施設敷地緊急事態からの現地実動組織の体制

 施設敷地緊急事態の時点で施設敷地緊急事態要避難者の避難が開始されることから、地方公共団
体で避難手段の確保が困難になった場合に備え、現地事故対策連絡会議を開催するとともに、オフ
サイトセンター実動対処班を設置（対象となる要員は、必要に応じ施設敷地緊急事態に至る前から体
制立ち上げ）。施設敷地緊急事態以降、原子力緊急事態の解除までの間、継続して対応を実施。
※ オフサイトセンター実動対処班要員参集前に各種要請があった場合は、ERC実動対処班が連絡・調整を実施。

⇒ 不測の事態における福井県、滋賀県、岐阜県、関係市町からの各種支援の要請に対し、実動組織
（警察、消防、海上保安庁、自衛隊）が連携のうえ、迅速な対応体制を構築。

福井県

ＰＡＺ内の施設敷地緊急事態
要避難者※1

オフサイトセンター
実動対処班

（原子力規制庁、県警察、消防、
海上保安庁、自衛隊）

＜自衛隊＞

陸上自衛隊中部方面総監部
海上自衛隊地方総監部
航空自衛隊航空総隊司令部

等

＜警察＞

福井県警察
滋賀県警察
岐阜県警察
近畿管区警察局
中部管区警察局 等

＜消防＞

若狭消防組合

敦賀美方消防組合
その他関係市町管轄消防機関

＜海上保安庁＞

敦賀海上保安部
第八管区海上保安本部

部隊等
派遣

状況報告

対応連絡

現地事故対策
連絡会議※2

ＥＲＣ
実動対処班

連携

調整

テレビ会議等
を活用し随時
情報共有

滋賀県

ＥＲＣ:原子力規制庁緊急時
対応センター

関係市町岐阜県

※1 全面緊急事態においては、PAZ内の一般住民、OILによる防護措置実施時にはUPZ内のうち対象地域の住民等を対象。
※2  安定ヨウ素剤の服用ができないと医師が判断したもので早期の避難等の防護措置が必要なもの。
※3 全面緊急事態以降は、原子力災害合同対策協議会で情報共有。 161

わかさ

つるがみかた

つるが

在宅の避難行
動要支援者

安定ヨウ素剤
服用困難者※２

小学校
（該当施設なし）

保育所
（該当施設なし）

上記以外の施設敷地
緊急事態要避難者



空路や海路に
よる避難

自然災害等により道路等が通行不能になった場合の対応

 自然災害等により、避難経路等を使用した車両等による避難ができない場合は、関係県及び関係
市町からの要請により、実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊）による各種支援を必要に応じ
て実施。

162

自治体等と連携の上、通
行不能となった道路への
他の車両の流入防止

＜凡例＞

：道路情報板設置箇所

：ヘリポート適地等

：港湾・漁港

避難先又は陸路で避難可能な場所まで
ヘリコプターにより避難

UPZ

PAZ

UPZ

PAZ



緊急時モニタリング支援
被害状況の把握
避難の援助
人員及び物資の緊急輸送
緊急時の避難退域時検査及び簡易除染
人命救助のための通行不能道路の啓開作業

自然災害などの複合災害で想定される実動組織の活動例

現地派遣要員の輸送車両の先導
避難住民の誘導・交通規制
避難指示の伝達
避難指示区域への立ち入り制限等

避難行動要支援者の搬送の支援
傷病者の搬送
避難指示の伝達

巡視船艇による住民避難の支援
緊急時モニタリング支援
漁船等への避難指示の伝達
海上における警戒活動

 福井県・滋賀県・岐阜県と関係市町との調整を踏まえ、必要に応じ広域応援を実施。

警察組織

消防組織

海上保安庁

防衛省・自衛隊
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